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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　濁水対策用のフェンスを貯水池の両岸に差し渡すように浮上させて配設することにより
該フェンスの下流側の上層にフェンスにより分画された分画層を形成させ、濁水をフェン
スをくぐり抜けて分画層下方の下層を流下させることにより貯水池の汚濁の長期化を避け
る濁水対策用のフェンスの設置位置の評価方法であって、
　浮上式のフェンス設置時に下流側表層に確保される分画層の安定度に注目した水理的指
標を用いることにより、濁水対策用のフェンスの設置位置又はフェンスの深さが適切であ
るか否かを定量的に評価する濁水対策用のフェンスの設置位置の評価方法。
【請求項２】
　前記水理的指標は、次式（Ｉ）で示されるフルード数又は次式（ＩＩ）で示されるリチ
ャードソン数であることを特徴とする請求項１記載の濁水対策用のフェンスの設置位置の
評価方法。

【数１】
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【数２】

　　ここで、Ｆｄ：内部フルード数
　　　　　　Ｒｉ：リチャードソン数
　　　　　　　ｖ：流入流速（m/s）
　　　　　　　ｇ：重力加速度（9.8m/s2）
　　　　　　 ρ1：下層水密度（g/cm3）
　　　　　   ρ2：上層水（下流側表層水）密度（g/cm3）
　　　　　　　ｈ：フェンス深さ（m）である。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の濁水対策用のフェンスの設置位置の評価方法を用いた濁水対策
用のフェンスの設置方法であって、
　前記水理的指標は、濁水流入量、貯水池の地形及び成層条件に関する関数であり、前記
濁水流入量及び前記成層条件を設定することにより前記フェンスを設置すべき位置の必要
な最低全水深条件を算出し、該算出された最低全水深条件を満たす位置に前記フェンスを
設置することを特徴とする濁水対策用のフェンスの設置方法。
【請求項４】
　前記成層条件は、成層厚さ及び前記成層を形成する成層水と該成層の下層を形成する下
層水との水密度差であることを特徴とする請求項３記載の濁水対策用のフェンスの設置方
法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダム貯水池に代表される洪水時の濁水化等の成層破壊による水質障害の発生
を防止、抑制するための濁水対策用のフェンスの設置位置の評価方法及びその評価方法を
用いた濁水対策用のフェンスの設置方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダム貯水池などの閉鎖性水域では、降雨による大規模な出水が発生した場合に、集水域
から土粒子など大量の濁質が流入して貯留水が濁水化することで、放流水が長期間にわた
って濁水化する、いわゆる濁水長期化現象が発生することが問題となっている。これは、
平水時に貯水池に流入する清澄な河川の水であっても、出水時には掃流土砂により濁水化
するためである。このような河川の濁水化は、河川のBOD,T-N,T-P,SSなどの数値を測定す
ることにより確認され報告されている（例えば、非特許文献１参照。）。そして、この非
特許文献１では、出水時の河川水質は掃流土砂による濁度だけでなく栄養塩濃度も上昇す
ると報告されている。
【０００３】
　このような貯水池の洪水時の濁水長期化対策の一つとして、図１に示すように、ダム１
の上流の貯水池２内の両岸に差し渡すようにして浮上式のフェンス３を設置した貯水設備
が提案されている（例えば、非特許文献１、２または特許文献１参照。）。ここで、フェ
ンス３は、フェンス本体３０と、このフェンス本体３０の一側縁を貯水池２内で浮上させ
るためのフロート３１と、フェンス本体３０の他側縁を湖底に向けて沈降させる重り３２
とから大略構成され、この重り３２を固定した他側縁はフェンス３の最深部を形成するこ
とになる。
【０００４】
　このような貯水設備によれば、貯水池２内に浮上式のフェンス３を設置することにより
、貯水池２はフェンス３を境界として上流側２ａと下流側２ｂとに区分される。貯水池２
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内に流入する流入水は上流側２ａより最深部３２の下をくぐり抜けて流れ、フェンス３に
より遮られた下流側２ｂの上層部では、流入水の流れの生じにくい部分を発生させること
ができる。以下、このフェンス下流の流入水の流れの生じにくい上層部の部分を分画層４
と呼称し、その下方の部分を下層流入層５と呼称する。
【０００５】
　このように洪水時に備えて浮上式のフェンス３を設置すれば、洪水時の流入水は上流側
２ａから下流側２ｂへ流れてダム１から放水される際に、下流側２ｂでは主に下層流入層
５を流れる。この下層流入層５の上層にあたる分画層４では、フェンス３の作用により成
層が保護され、流入水が汚染されても汚染されずに維持されることができる。これにより
、分画層４に滞留する滞留水の量を多くすれば、貯水池２内の貯留水の大部分が汚染から
回避されることにより、放流水の濁水化期間の短縮化を図ることができる。
【０００６】
　このようなフェンス３の有無や、フェンス３を追加設置した場合の濁水化期間に与える
影響は、非定常二次元モデルを用いたシミュレーションにより解析されている（例えば、
非特許文献１参照。）。そこでは出水規模やフェンスあるいは選択取水対策の効果が内部
フルード数との関係で検証され、フェンスを設置しない場合（無対策時）には、小規模か
つ成層破壊の可能性が小さい出水でも濁水長期化が生じると報告され、フェンスの有効性
が確認されている。
【０００７】
　また、貯水池２における洪水時の濁水シミュレーションも検討されている（例えば、非
特許文献３参照。）。
【特許文献１】特開２００５－１２０５８２号公報
【非特許文献１】宇田克己、「蓮ダムの清流保全対策について（４D－Ｐ２８）」、第９
回世界湖沼会議（滋賀県）論文集、P529-532（２００１年１１月１１日）
【非特許文献２】吉村佐他、「寺内ダム貯水池における水質管理の調査報告」、ダム技術
Ｎｏ．１１４、Ｐ１－Ｐ１２（１９９６年３月）
【非特許文献３】梅田信他、「ダム貯水池における洪水時濁水シミュレーションモデルの
開発」、平成１４年度ダム水源地環境技術研究所所報ｐ３－ｐ１７、財団法人ダム水源地
環境センター（平成１５年１１月発行）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
  濁水長期化対策には、フェンスの設置が有効であることは確認されているが、フェンス
を浮上させて設置する際に、どのような仕様のフェンス（例えば、フェンス深さｈ）を何
処に（又は湖底２ｃから最深部３２までの距離＝開口高さ）に設置すればよいかについて
は十分な検討がなされていない。設置者が設置環境を考慮して適宜判断して経験と勘によ
り設置しているのが現状である。
【０００９】
　フェンス仕様（フェンス深さｈ）が不適切であれば、分画層の有効体積を十分に確保で
きない。濁水長期化対策を講じる必要があるダム貯水池等では、洪水規模、地形等の濁水
化に影響する諸条件がさまざまであるため、最適なフェンス仕様や設置位置を評価判断す
る基本的考法の提案が望まれる。
【００１０】
　また、非特許文献１には、フェンス３の有無や、フェンス３を追加設置した場合の濁水
化期間に与える影響が現状フェンスとの関係で非定常二次元モデルを用いたシミュレーシ
ョンにより解析されているが、フェンスを浮上させて設置する際に、フェンスをどこに設
置すればよいか、またはフェンス深さをどの程度にすればよいかについては具体的に検討
されていない。
【００１１】
　また、非特許文献３には、貯水池２における洪水時の濁水シミュレーションが検討され
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ているだけであり、同様にフェンスを浮上させて設置する際に、フェンスをどこに設置し
、またはフェンス深さをどの程度にすればよいかについては検討されていない。
【００１２】
　ダム貯水池等においては、洪水規模、地形等の濁水化に影響する諸条件がさまざまであ
るため全ての条件を考慮して濁水対策用のフェンスの設置位置やフェンス深さを評価した
のでは、入力情報が膨大となり、かつ、条件が複雑となるとの課題がある。
【００１３】
　現在、こうしたシミュレーション解析によるフェンスの設置位置やフェンス深さについ
ての評価方法は、用いるモデルの適用性の整理を含め、明確化されていないと考えられる
。
【００１４】
　そこで、本発明の目的は、必要とする入力データを絞っても設置位置の評価が定量的に
行える濁水対策用のフェンスの設置位置の評価方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　そこで、本発明者等は、必要とする入力データを絞っても濁水対策用のフェンスのフェ
ンス仕様及び設置位置の評価が行える手法について検討したところ、独自に実施した２次
元水理実験の知見に基づいて、洪水規模および成層状態に応じた最適なフェンス仕様と設
置位置の設定方法が提供できることを認め本発明に到達した。
【００１６】
　すなわち、本発明は、濁水対策用のフェンスを貯水池の両岸に差し渡すように浮上させ
て配設することにより該フェンスの下流側の上層にフェンスにより分画された分画層を形
成させ、濁水をフェンスをくぐり抜けて分画層下方の下層を流下させることにより貯水池
の汚濁の長期化を避ける濁水対策用のフェンスの設置位置の評価方法であって、
　浮上式のフェンス設置時に下流側表層に確保される分画層の安定度に注目した水理的指
標を用いることにより、濁水対策用のフェンスの設置位置又はフェンス深さが適切である
か否かを定量的に評価する濁水対策用のフェンスの設置位置の評価方法である。
【００１７】
　この水理的指標は、次式（Ｉ）で示されるフルード数又は次式（ＩＩ）で示されるリチ
ャードソン数が例示される。
【００１８】
【数３】

【００１９】
【数４】

【００２０】
　　ここで、Ｆｄ：内部フルード数
　　　　　　Ｒｉ：リチャードソン数
　　　　　　　ｖ：流入流速（m/s）
　　　　　　　ｇ：重力加速度（9.8m/s2）
　　　　　　 ρ1：下層水密度（g/cm3）
　　　　　   ρ2：上層水（下流側表層水）密度（g/cm3）
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　　　　　　　ｈ：濁水対策用のフェンス深さ（m）である。
【００２１】
　このような濁水対策用のフェンスの設置位置の評価方法は、濁水対策用のフェンスの設
置方法に応用することができる。例えば、前記水理的指標は、濁水流入量、貯水池の地形
及び成層条件に関する関数であり、前記濁水流入量及び前記成層条件を設定することによ
り前記フェンスを設置すべき位置の必要な最低全水深条件を算出し、該算出された最低全
水深条件を満たす位置に前記フェンスを設置することができる。
【００２２】
　ここで、この成層条件は、例えば、成層厚さ及び前記成層を形成する成層水と該成層の
下層を形成する下層水との水密度差である。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に従えば、必要とする入力データを絞っても設置位置の評価が定量的に行える。
これにより、必要データを絞ったマクロ的解析を行うことにより、濁水対策用のフェンス
設置の対策計画段階等において、簡易で合理的な評価を行うことが可能となる。また、一
般に大きな作業量を必要とする詳細な数値シミュレーションを大幅に合理化することが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態について、貯水池模型を用いた水理実験の
概要について説明する。
［水理実験の概要］
 （貯水池模型）
 まず、図２は、図１の浮上式のフェンスを設置した貯水設備を水理模型により説明する
ための水理実験に利用される貯水池模型を横断面により説明する図である。以下の説明で
は、図１に示す貯水設備と同一機能を有する部位部材は、貯水池模型においても説明の簡
略化のために同一番号乃至は同一名称を付して詳細な説明は省略することがある。
【００２５】
　この図２において、符号２は長手方向に延びる長方形の容器により構成された貯水池の
模型（貯水池模型２）であり、この貯水池模型２は、ダムにより堰き止められた貯水池の
要部を説明している。この貯水池模型２では、両岸に差し渡すようにして浮上式のフェン
ス３が設置されている。このフェンス３は、実施設においては、フェンス本体３０と、フ
ェンス本体３０の一側縁を貯水池２内で浮上させるためのフロート３１と、フェンス本体
３０の他側縁を湖底２ｃに向けて沈降させる重りとにより大略構成され、この重りを固定
した他側縁はフェンス３の最深部３２を形成している。
【００２６】
　また、予備実験による実験流量内でフェンスが流水に対してほぼ鉛直姿勢を保つことを
確認した上で、実験模型では、モデルの簡略化のため不透水性の剛体フェンスを用いた。
【００２７】
　このような貯水池模型２では、フェンス３を境界として上流側２ａと下流側２ｂとに区
分され、貯水池２内に流入する流入水は上流側２ａより最深部３２の下をくぐり抜けて下
層流入層５を流れる。フェンス３により遮られた下流側２ｂの上層部には、流入水の流れ
の生じにくい分画層４が形成されている。
【００２８】
　ここで、符号Ｈは貯水池模型２（又は貯水池２）の全水深、符号ｈはフェンス深さ、符
号ｄはフェンス３の開口高さ（湖底２ｃから最深部３２までの距離）であり、Ｈ＝ｈ＋ｄ
を満たす。また、ρ1は下層流入層５の密度、ρ2は分画層４の密度（上層水密度）であり
、一般に上層水密度ρ2は、温度の低い濁水流入水からなる下層水密度ρ1よりも低密度（
ρ1＞ρ2）である。
【００２９】
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　この水理実験に採用した貯水池模型２の原型としては、幅２００ｍ、水深３０ｍ、最大
設定流量７５０ｍ3／秒の貯水池２を想定した。この貯水池２を横断して配設されたフェ
ンスからフェンス幅１５ｍを切り出して貯水池原型量とし、この貯水池原型量に対してフ
ルード数相似で１／５０の２次元水路による水理模型量とした。フェンスとしては深さ５
ｍ、１０ｍ、１５ｍの３種類を用意し、これらの貯水池原型量及び水理模型量の詳細を表
１に示した。
【００３０】
【表１】

【００３１】
（実験）
　純水に添加した食塩濃度差により下層水密度ρ1の密度を変化させるとともに流動状態
および成層状態の変化を目視により観測するために下層水（流入水）のみに染料を添加し
て着色させた。
【００３２】
　表２に記載のとおり、上層水密度ρ2と下層水密度ρ1との密度差（ρ1－ρ2）Δρ及び
濁水の流量を計画値に従って変化させた。貯水池模型２の適宜の箇所に電導度測定装置及
び流速計を配設し、そのときの流入流速、電導度を測定した。その結果、貯水池横断方向
の流速分布及び電導度分布の変化は無視できる程度に小さいことを大略確認し、また、フ
ェンス下流の成層状態を示す密度ρ1、ρ2は計画値と大略同じであった。
【００３３】
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【表２】

【００３４】
　つぎに、表２に記載の条件で、フェンス深さｈ、密度差Δρ、流量をそれぞれ変化させ
た場合の界面位置（躍層位置）の変動状況（成層界面上昇量）を可視化された下層水（流
入水）と無色の上層水との境目を、フェンス位置を起点として２５ｍ地点、５０ｍ地点、
７５ｍ地点、１００ｍ地点、１５０ｍ地点、２００ｍ地点、２５０ｍ地点について目視に
よりスケールで計測した。
（結果）
　実験結果の解析から、成層界面位置は、図３に示すように、流動時には、下層静止時に
対してフェンスによる分画層と下層水との成層界面の上昇が見られた。
【００３５】
　成層界面の上昇量ΔＵは、流下方向でやや変化しているが、流下方向に配置した複数の
計測点の変化量を平均させ、結果を表２に併せて示し、また、フェンス深さｈごとに界面
上昇量ΔＵと流量との関係を整理し、図４（密度差Δρ：１０００ｐｐｍ）及び図５（密
度差Δρ：２０００ｐｐｍ）にまとめた。
【００３６】
　図４及び図５から、同一密度差Δρ及び同一フェンス深さｈを対比すると、流量が大き
くなるほど界面上昇量ΔＵの増大が確認された。また、図４と図５との対比から、他の条
件が同一であれば、密度差Δρが大きくなるほど界面上昇量ΔＵが小さくなる傾向が認め
られた。
【００３７】
　しかしながら、フェンス深さｈに対しては、同一密度差Δρでは、フェンス深さｈ＝１
０ｍとフェンス深さｈ＝１５ｍを対比するとフェンス深さｈ＝１５ｍの方が界面上昇量Δ
Ｕの増大傾向が確認され、全水深は一定のため、下層流入流速が大きくなるためと考えら
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れたが、フェンス深さｈ＝５ｍでは、フェンス深さｈ＝１０ｍの場合よりも変化が増大し
ていた。
【００３８】
　以上の結果より、フェンス深さｈの決定は、下層流入流速により単純に評価できないこ
とが確認され、かつ、全水深が一定であれば、フェンス深さｈに最適値が存在し、また、
フェンス深さｈを一定とすれば、成層状態が安定するために必要な全水深の必要条件があ
ることが示唆された。
【００３９】
　そこで、本発明者等は、得られた結果を成層界面上昇量と内部フルード数又はリチャー
ドソン数との関係で整理することを試み、結果を図６及び図７に示した。ここで、内部フ
ルード数Ｆd及びリチャードソン数Ｒiは、図２で定義される下記式（Ｉ）及び式（II）で
ある。
【００４０】
【数５】

【００４１】
【数６】

【００４２】
　この結果、成層界面の上昇量ΔＵは、図６及び図７に示すとおり、流入流速と成層強度
との関係の指標である内部フルード数Ｆdに比例し、リチャードソン数Ｒiに反比例した関
係を有することが確認できた。
【００４３】
　これにより、このような内部フルード数またはリチャードソン数と成層界面上昇量の関
係を用いれば、密度差（Δρ＝ρ1－ρ2）、濁水の流入流量（又は流入流速）等の簡易に
設定又は測定可能な値から、フェンス深さｈや設置位置によるフェンスの成層保持効果の
定量的な評価が可能と考えられた。
【００４４】
　つぎに、具体的な実施例について説明するが、本発明はこの実施例には限定されない。
（実施例１）
　貯水池等においては、温度分布を計測した別の多くのデータより、初期の成層状態の厚
み（躍層位置）は、大略一定であることが確認されている。そこで、この実施例１では、
初期の躍層位置が一定であることを利用し、この躍層位置をフェンス深さとして設定した
場合のフェンス位置を設定する例である。
【００４５】
　まず、フェンス設置対象としての貯水池の鉛直方向の密度分布を測定する。貯水池に滞
留する水の鉛直方向の密度分布は水平方向に略一様であるので、これにより初期の成層状
態の厚み（躍層位置）ｈを設定する。また、この密度分布の測定結果より上層水密度ρ2

と下層水密度ρ1の密度差Δρ（ρ1－ρ2）を求め、密度差Δρ(kg/m3)と下層密度ρ1(kg
/m3)との比Δρ/ρ1を把握する。
【００４６】
　ついでこれらの値から、成層強度の水理的指標として，（Δρ/ρ1）＊g=g’(m/s2)を
演算し、設定した躍層位置（フェンス深さ）ｈ(m)を用いてｇ’ｈ(m2/s2)を算出する。こ
こで、gは重力加速度(m/s2)である。
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【００４７】
　つぎに、式（Ｉ）のフルード数Ｆdについて、許容値ａを設定して式（Ｉ’）とする。
【００４８】
【数７】

【００４９】
　この式（Ｉ’）を流入流速ｖ(m/s)について整理すると式(III）となる。
【００５０】
【数８】

【００５１】
　この式(III)より流入速度ｖ(m/s)の最大値である流入速度の限界条件（最大流速）を求
める。
【００５２】
　つぎに、貯水池等の単位幅流量をＱ(m2/s)，全水深をＨ(m)，開口高さをｄ(m)（ｄ＝Ｈ
－ｈ）とすれば、流入流速ｖは、ｖ＝Ｑ／ｄ＝　Ｑ／（Ｈ－ｈ）(m/s)と一般化される。
これにより、式（Ｉ）のフルード数Ｆdについて許容値ａを設定し式（Ｉ’’）を得る。
【００５３】
【数９】

【００５４】
　この式（Ｉ’’）を全水深Ｈで整理すると、式（ＩＶ）となる。
【００５５】

【数１０】

【００５６】
　この式（ＩＶ）において、フェンス深さｈは測定された密度分布より設定された躍層位
置であり、また、単位幅流量Ｑの値を設定すれば、全水深Ｈの最小値、すなわち、必要な
全水深Ｈが算出される。
【００５７】
　これにより、フェンス深さ及び単位幅流量を所定の値に設定すれば必要な全水深Ｈが求
められるので、この全水深Ｈを最低全水深条件として、この全水深Ｈを満たす位置からフ
ェンスの設置を選定すればよいことになる。通常、貯水池の湖底２ｃは、傾斜しているの
で全水深Ｈは設置位置より異なる。この全水深Ｈ（又は開口高さｄ）を満足させる湖底２
ｃの特定位置にフェンス３を設置させれば、全水深Ｈ（最低全水深条件）を満足させるこ
とができ、これにより、全水深Ｈを満たすフェンス３の設置位置を特定することができる
。
（実施例２）
　つぎに、初期の成層状態の厚み（躍層位置）が、用いるフェンス３のフェンス深さｈと
一致していない場合の実施例について説明する。
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【００５８】
　実際の貯水池等では成層状態がフェンス深さｈと必ずしも一致しておらず、設置したフ
ェンス深さｈが分画層形成の上で有効に働いていない状況も考えられる。また、昼間は日
射等の影響により表層の水温が上昇して、さらに気象条件等によりその程度は大きく異な
る場合も想定される。
【００５９】
　そこで、この実施例では、初期の成層状態の厚み（躍層位置）がフェンス深さｈと一致
していない一例として、図８の温度分布９に示すように、分画層４の鉛直方向（深度方向
）の温度分布が表層付近に行くに従って温度上昇が見られる貯水設備に本発明に係る評価
法を適応する実施例を説明する。
【００６０】
　このような、温度分布９を有する貯水設備において、初期密度分布を２成層場に置き換
えて仮定した解析を行ってもよいが、フェンス３の最深部３２と略同一深さとなる下流側
２ｂの分画層４の底面４ａ付近に撹拌装置（表層内循環流発生装置）としての一台または
複数台の曝気装置８を配設する。
【００６１】
　このような曝気装置８を配設すれば、曝気装置８から排出される気泡８ａにより分画層
４内の滞留水は鉛直方向に撹拌できる。これにより分画層４の鉛直方向（深度方向）の温
度分布は、無対策時の温度分布９が表層に向けて急激に温度が上昇しているのに対して、
対策時の温度分布９’は、分画層４内の鉛直方向に略均一な温度分布を呈することになる
。
【００６２】
　このような表層内循環流発生装置を用いた密度分布改善技術を適用すれば、フェンス深
さに対して成層厚みが極端に薄い場合において、成層厚みを厚くすることにより、成層状
態の厚み（躍層位置）とフェンス深さとを一致させることができる。
【００６３】
　また、このような密度分布改善技術を適用すれば、分画層４の密度分布は、初期の成層
状態の密度分布とは異なるので、実施例１に従って、再び全水深Ｈを算出すれば、総合的
にこの密度分布改善技術が、対象貯水池に適切であったか否かを数値をもって定量的に評
価を行うこともできる。これにより、上述の実施例１の適用が可能となり、大略のフェン
ス設置位置を求めることができる。
（濁水対策検討システムの概要）
　以上に説明した知見に基づき、図９に示すような本発明に係る濁水対策検討システムが
提案される。この図９において検討に基本的に必要な情報は、濁水流入量、貯水池等の地
形（水深）および初期条件における成層状態を示す鉛直密度分布である。濁水流入量、貯
水池等の地形（水深）からは流速が演算され、また、初期条件における成層状態を示す鉛
直密度分布は水温を計測することにより把握可能である。
【００６４】
　これらの絞られた必要な情報を用いて、濁水対策用のフェンスによる分画層の安定性に
ついての上述の式（Ｉ）又は式(II）で定義される水理的指標（フルード数又はリチャー
ドソン数）を算出し、整理する。
【００６５】
　これらの水理的指標は，成層を増強する技術的手段を講じる場合などの特別の場合を除
いては一定とみなし、この水理的指標として一定の許容値を想定すれば、濁水化現象に影
響する諸要素が異なる状況下においても，濁水化抑制効果に関係する許容流速や最適なフ
ェンス深さ等について、統一的かつ定量的な検討，評価が可能となる。
【００６６】
　例えば、水理的指標を表す関係式（式Ｉまたは式ＩＩ）において成層条件及び流入量に
関する要素を固定することにより，フェンス深さｈと全水深Ｈとの関係に基づいて設置位
置（開口高さｄ）による対策効果を数値により定量的に比較評価することができ、これに



(11) JP 4861203 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

より、フェンスの最適な設置場所の導入計画策定が可能となる。
【００６７】
　また、上述の式（Ｉ）又は式（ＩＩ）において、事前あるいは追加的な検討により想定
される水理的指標の許容値ａを設定することにより，許容される流入流速（許容流量）を
求めることができ、これにより、想定される流入量における上述の対策効果が有効である
か否かの評価も可能となる。
【００６８】
　さらに、初期成層条件がフェンス深さｈと一致しない場合等には、貯水池内の密度分布
を改善する技術（例えば表層内循環流発生装置）の適用を考慮することも有効と考えられ
、これにより対策効果の増強提案も行える。
【００６９】
　さらに、貯水池の地形等の条件が複雑でその影響が考えられる場合には、その影響を評
価するために数値シミュレーション等の高度化解析技術が必要となる場合もある。このよ
うな場合、本発明に係る上述の導入計画策定、対策効果の評価、対策効果の増強提案など
の評価方法を事前に採用して総合評価することにより、数値シミュレーション等の高精度
化技術の解析ケースを絞り込むことができる。これにより、本発明は、これらの高精度化
技術に付加的に利用でき、効率的な解析が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　以上、本発明を図面に基づいて説明したが、実際の効果の程度を評価するためは、各指
標の値と実測結果との関連付けが必要と考えられる。また、この検討は単純化した流動条
件を前提としていることから、洪水時の流入密度流の実態を確認した上で行うことが望ま
しいと考えられる。
【００７１】
　さらに、複雑な地形影響の評価等の必要に応じて、注目した鉛直混合過程を反映した数
値シミュレーション等により予測精度を上げることも考えられる。
【００７２】
　この検討フローによれば，ダム貯水池等の濁水対策用のフェンスによる濁水化抑制効果
を最大化するための最適な設置位置，設置水深等を迅速・容易に判断することができると
考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】一般的な濁水対策用のフェンスを設置した状態の貯水設備の概要を説明する図で
ある。
【図２】水理指標としてのフルード数またはリチャードソン数を説明する図である。
【図３】洪水時の成層界面の上昇状況を説明する図である。
【図４】流量と界面上昇量との関係を説明する図である。
【図５】流量と界面上昇量との関係を説明する図である。
【図６】水理指標としてのフルード数と成層変化量の関係を説明する図である。
【図７】水理指標としてのリチャードソン数と成層変化量の関係を説明する図である。
【図８】循環装置を設置した場合における分画層内の成層状態変化（温度分布の変化）の
例を模式的に示す図である。
【図９】提案に基づく濁水対策検討システムを説明する図である。
【符号の説明】
【００７４】
１：ダム
２：貯水池（貯水池模型）
２ａ：上流側
２ｂ：下流側
２ｃ：湖底
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３：フェンス
３０：フェンス本体
３１：フロート（浮体）
３２：重り（最深部）
４：分画層
４ａ：底面（分画層４と下層流入層５との成層界面）
５：下層流入層
８：撹拌装置（曝気装置又は表層内循環流発生装置）
９：温度分布（無対策時の温度分布）
９’：温度分布（対策時の温度分布）

【図１】 【図２】
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【図９】
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